
毎
週
火
・
金
曜
日
発
行
（
当
日
が
休
日
に
当
た
る
と
き
は
、
休
日
の
翌
日
）

目

次

規

則

○
福
島
県
県
営
住
宅
等
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

一
〇
三

告

示

○
森
林
病
害
虫
等
防
除
法
に
よ
る
駆
除
命
令
に
係
る
事
項
を
定
め
た
件

一
〇
三

○
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
予
定
で
あ
る
旨
通
知
が
あ
っ
た
件
二
件

一
〇
四

○
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
予
定
で
あ
る
件

一
〇
四

○
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
予
定
で
あ
る
旨
の
通
知
を
す
る
森
林
所

有
者
等
の
所
在
が
不
分
明
で
あ
る
た
め
当
該
通
知
の
内
容
を
掲
示
し
た
件

一
〇
五

○
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
し
た
旨
の
通
知
を
す
る
森
林
所
有
者
等
の
所

在
が
不
分
明
で
あ
る
た
め
当
該
通
知
の
内
容
を
掲
示
し
た
件
四
件

一
〇
五

○
道
路
の
区
域
を
変
更
す
る
件
五
件

一
〇
六

○
道
路
の
供
用
を
開
始
す
る
件
三
件

一
〇
七

公

告

○
肥
料
の
検
査
の
結
果
の
概
要
を
公
表
す
る
件

一
〇
八

○
土
地
改
良
区
の
清
算
人
が
就
任
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
件

一
〇
八

○
随
意
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
件

一
〇
九

福
島
県
内
水
面
漁
場
管
理
委
員
会

○
こ
い
の
持
ち
出
し
等
に
つ
い
て
指
示
す
る
件

一
一
〇

○
こ
い
の
持
ち
出
し
の
禁
止
に
係
る
指
定
水
域
の
範
囲
を
定
め
る
件

一
一
〇

○
平
成
三
十
年
度
目
標
増
殖
量
を
定
め
た
件

一
一
〇

○
漁
業
法
に
よ
り
公
聴
会
を
行
う
件

一
一
三

正

誤

○
平
成
三
十
年
一
月
二
十
三
日
付
け
定
例
第
二
千
九
百
七
十
号
中

一
一
四

規

則

福
島
県
県
営
住
宅
等
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
三
十
年
二
月
二
十
七
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

福
島
県
規
則
第
七
号

福
島
県
県
営
住
宅
等
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

福
島
県
県
営
住
宅
等
条
例
施
行
規
則
（
平
成
九
年
福
島
県
規
則
第
八
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

別
表
第
二
の
一
の
表
福
島
県
営
関
川
窪
団
地
の
項
中
「
か
ら
三
号
室
ま
で
」
を
「
、
二
号
室
」
に
改

め
、
「
、
二
十
六
号
室
か
ら
二
十
八
号
室
ま
で
、
三
十
一
号
室
、
三
十
四
号
室
」
を
削
り
、
「
二
号
室
、

四
号
室
」
を
「
四
号
室
、
五
号
室
、
七
号
室
」
に
、
「
十
二
号
室
、
十
四
号
室
か
ら
十
六
号
室
ま
で
」

を
「
十
三
号
室
、
十
六
号
室
」
に
、
「
の
四
号
室
」
を
「
の
三
号
室
、
四
号
室
」
に
、
「
、
二
十
五
号

室
、
二
十
九
号
室
、
三
十
号
室
、
三
十
二
号
室
、
三
十
三
号
室
及
び
三
十
五
号
室
」
を
「
及
び
二
十
五

号
室
」
に
、
「
、
三
号
室
、
十
一
号
室
、
十
三
号
室
」
を
「
か
ら
三
号
室
ま
で
、
六
号
室
、
十
一
号
室
、

十
二
号
室
、
十
四
号
室
、
十
五
号
室
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
三
十
年
三
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
建
築
住
宅
課
）

告

示

福
島
県
告
示
第
百
十
二
号

森
林
病
害
虫
等
防
除
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
五
十
三
号
）
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
駆
除

命
令
に
係
る
事
項
を
次
の
と
お
り
定
め
た
。

平
成
三
十
年
二
月
二
十
七
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

一

区
域
及
び
期
間

１

区
域

福
島
県
一
円

２

期
間

平
成
三
十
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
三
十
一
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

二

森
林
病
害
虫
等
の
種
類

松
く
い
虫

三

行
う
べ
き
措
置
の
内
容

一
の
１
に
掲
げ
る
区
域
に
所
在
す
る
松
く
い
虫
が
付
着
し
て
い
る
伐
採
木
等
（
伐
採
さ
れ
た
樹
木

そ
の
他
土
地
か
ら
分
離
し
た
樹
木
の
幹
及
び
枝
条
（
用
材
及
び
薪
炭
材
で
あ
る
も
の
を
含
む
。
）
並

び
に
こ
れ
ら
の
包
装
を
い
う
。
）
は
、
松
く
い
虫
を
駆
除
し
た
後
で
な
け
れ
ば
移
動
さ
せ
る
こ
と
が

で
き
な
い
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
特
別
伐
倒
駆
除
（
松
く
い
虫
が
付
着
し
て
い
る
松
の
樹
木
の
伐

倒
及
び
破
砕
（
破
砕
後
の
木
片
の
厚
さ
が
六
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
（
木
材
チ
ッ
パ
ー
に
よ
り
破
砕
す
る
場

合
に
あ
っ
て
は
、
十
五
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
）
以
下
と
な
る
よ
う
に
破
砕
を
行
う
も
の
に
限
る
。
）
又
は

当
該
樹
木
の
伐
倒
及
び
焼
却
（
炭
化
を
含
む
。
）
を
い
う
。
）
を
行
う
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

───────────────────────────────────────────────────────────

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
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四

命
令
を
し
よ
う
と
す
る
理
由

県
内
一
円
の
松
林
に
お
け
る
本
年
度
の
松
く
い
虫
の
被
害
の
発
生
状
況
か
ら
見
て
、
三
の
措
置
を

行
わ
な
け
れ
ば
松
く
い
虫
が
異
常
に
ま
ん
延
し
、
県
内
一
円
の
松
林
に
重
大
な
損
害
を
与
え
る
お
そ

れ
が
あ
る
た
め
。

（
森
林
保
全
課
）

福
島
県
告
示
第
百
十
三
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
三
十
三
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第

二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
予
定
で
あ
る
旨
農
林

水
産
大
臣
か
ら
通
知
が
あ
っ
た
。

平
成
三
十
年
二
月
二
十
七
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

一

指
定
施
業
要
件
の
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

喜
多
方
市
熱
塩
加
納
町
宮
川
字
南
大
平
二
八
四
四
の
一
か
ら
二
八
四
四
の
三
四
ま
で
、
山
都
町
相

川
字
上
ノ
山
乙
六
六
、
乙
六
八
、
字
道
目
乙
五
三
八
、
字
蟹
沢
甲
三
三
〇
七
の
一
、
甲
三
三
〇
八
の

一
、
甲
三
三
〇
九
の
一
、
甲
三
三
一
〇
か
ら
甲
三
三
一
二
ま
で
、
甲
三
三
一
四
か
ら
甲
三
三
一
九
ま

で
、
甲
三
三
二
二
か
ら
甲
三
三
二
四
ま
で
、
甲
三
三
二
六
の
乙
号
、
甲
三
三
二
七
の
一
、
甲
三
三
三

五
、
甲
三
三
三
九
の
二
、
甲
三
三
三
九
の
三
、
高
郷
町
揚
津
字
舟
ケ
窪
丙
八
一
三
の
一
、
丙
八
一
三

の
二
、
丙
八
一
五
、
耶
麻
郡
猪
苗
代
町
大
字
若
宮
字
馬
立
場
乙
一
四
二
三
の
七
、
乙
一
四
二
三
の
八

二

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

土
砂
の
崩
壊
の
防
備

三

変
更
後
の
指
定
施
業
要
件

１

立
木
の
伐
採
の
方
法

㈠

主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

㈡

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る

市
町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

㈢

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

２

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
福
島
県
農
林
水
産
部
森
林
林
業
総
室
森
林
保

全
課
並
び
に
喜
多
方
市
役
所
及
び
猪
苗
代
町
役
場
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）（

森
林
保
全
課
）

福
島
県
告
示
第
百
十
四
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
三
十
三
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第

二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
予
定
で
あ
る
旨
農
林

水
産
大
臣
か
ら
通
知
が
あ
っ
た
。

平
成
三
十
年
二
月
二
十
七
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

一

指
定
施
業
要
件
の
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

南
会
津
郡
下
郷
町
大
字
戸
赤
字
土
羅
入
一
二
〇
四
の
七
か
ら
一
二
〇
四
の
一
四
ま
で
、
一
二
〇
四

の
一
六
か
ら
一
二
〇
四
の
二
二
ま
で
、
一
二
〇
四
の
三
九
、
一
二
〇
四
の
四
一
、
一
二
〇
四
の
四
二
、

一
二
〇
四
の
四
四
、
一
二
〇
四
の
七
五

二

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

水
源
の
涵
養
か
ん

三

変
更
後
の
指
定
施
業
要
件

１

立
木
の
伐
採
の
方
法

㈠

主
伐
に
係
る
伐
採
種
は
、
定
め
な
い
。

㈡

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
下
郷
町
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準

伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

㈢

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

２

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
福
島
県
農
林
水
産
部
森
林
林
業
総
室
森
林
保

全
課
及
び
下
郷
町
役
場
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

（
森
林
保
全
課
）

福
島
県
告
示
第
百
十
五
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
三
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
よ
う
に
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
予
定
で
あ
る
。

平
成
三
十
年
二
月
二
十
七
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

一

指
定
施
業
要
件
の
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

双
葉
郡
楢
葉
町
大
字
上
小
塙
字
セ
ン
ベ
イ
一
の
七
一
、
一
の
七
二
、
一
の
九
八
、
一
の
九
九
、
一

の
一
三
四
、
一
の
一
五
三
、
一
の
一
五
五
、
一
の
一
五
八
、
一
の
一
五
九
、
一
の
一
七
九
か
ら
一
の

一
八
一
ま
で
、
一
の
二
二
四
、
大
字
井
出
字
立
石
二
七
の
一
、
八
二
、
字
八
石
七
三
の
二
一

二

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
備

三

変
更
後
の
指
定
施
業
要
件

１

立
木
の
伐
採
の
方
法

㈠

主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

㈡

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
楢
葉
町
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準

伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

㈢

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

２

立
木
の
伐
採
の
限
度

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
福
島
県
農
林
水
産
部
森
林
林
業
総
室
森
林
保

全
課
及
び
楢
葉
町
役
場
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

───────────────────────────────────────────────────────────

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

（
森
林
保
全
課
）

福
島
県
告
示
第
百
十
六
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
三
十
三
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第

三
十
条
の
規
定
に
よ
り
、
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
予
定
で
あ
る
旨
の
通
知
を
す
る
相
手

方
の
う
ち
次
に
掲
げ
る
者
に
つ
い
て
は
、
そ
の
所
在
が
不
分
明
で
あ
る
た
め
、
同
法
第
百
八
十
九
条
の

規
定
に
よ
り
当
該
通
知
の
内
容
を
西
会
津
町
役
場
の
掲
示
場
に
掲
示
し
た
。
当
該
通
知
の
内
容
の
要
旨

は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

平
成
三
十
年
二
月
二
十
七
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

一

所
在
の
不
分
明
な
者
の
氏
名

長
谷
川
義
雄

渡
部
利
江

長
谷
川
政
市

二

通
知
の
内
容
の
要
旨

１

保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
予
定
で
あ
る
と
農
林
水
産
大
臣
か
ら
通
知
が
あ
っ
た
こ

と
。

２

当
該
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所
及
び
変
更
後
の
指
定
施
業
要
件
に
つ
い
て
は
、
保
安
林

の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
予
定
で
あ
る
旨
通
知
が
あ
っ
た
件
（
平
成
三
十
年
福
島
県
告
示
第

三
十
九
号
）
に
よ
る
こ
と
。

３

当
該
告
示
の
内
容
に
つ
い
て
異
議
が
あ
る
と
き
は
、
森
林
法
第
三
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
、
当
該
告
示
の
日
か
ら
三
十
日
以
内
に
意
見
書
を
福
島
県
知
事
に
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ

と
。

（
森
林
保
全
課
）

福
島
県
告
示
第
百
十
七
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
三
十
三
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第

三
十
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
し
た
旨
の
通
知
を
す
る
相
手
方

の
う
ち
次
に
掲
げ
る
者
に
つ
い
て
は
、
そ
の
所
在
が
不
分
明
で
あ
る
た
め
、
同
法
第
百
八
十
九
条
の
規

定
に
よ
り
当
該
通
知
の
内
容
を
下
郷
町
役
場
の
掲
示
場
に
掲
示
し
た
。
当
該
通
知
の
内
容
の
要
旨
は
、

次
の
と
お
り
で
あ
る
。

平
成
三
十
年
二
月
二
十
七
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

一

所
在
の
不
分
明
な
者
の
氏
名

菊
地
直
吉

芳
賀
留
五
郎

二

通
知
の
内
容
の
要
旨

１

保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
し
た
と
農
林
水
産
大
臣
か
ら
通
知
が
あ
っ
た
こ
と
。

２

当
該
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所
及
び
変
更
後
の
指
定
施
業
要
件
に
つ
い
て
は
、
保
安
林

の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
件
（
平
成
三
十
年
農
林
水
産
省
告
示
第
十
八
号
）
に
よ
る
こ
と
。

（
森
林
保
全
課
）

福
島
県
告
示
第
百
十
八
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
三
十
三
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第

三
十
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
し
た
旨
の
通
知
を
す
る
相
手
方

の
う
ち
次
に
掲
げ
る
者
に
つ
い
て
は
、
そ
の
所
在
が
不
分
明
で
あ
る
た
め
、
同
法
第
百
八
十
九
条
の
規

定
に
よ
り
当
該
通
知
の
内
容
を
南
相
馬
市
役
所
の
掲
示
場
に
掲
示
し
た
。
当
該
通
知
の
内
容
の
要
旨
は
、

次
の
と
お
り
で
あ
る
。

平
成
三
十
年
二
月
二
十
七
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

一

所
在
の
不
分
明
な
者
の
氏
名

新
田
云

新
田
光

二

通
知
の
内
容
の
要
旨

１

保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
し
た
と
農
林
水
産
大
臣
か
ら
通
知
が
あ
っ
た
こ
と
。

２

当
該
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所
及
び
変
更
後
の
指
定
施
業
要
件
に
つ
い
て
は
、
保
安
林

の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
件
（
平
成
三
十
年
農
林
水
産
省
告
示
第
二
十
号
）
に
よ
る
こ
と
。

（
森
林
保
全
課
）

福
島
県
告
示
第
百
十
九
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
三
十
三
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第

三
十
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
し
た
旨
の
通
知
を
す
る
相
手
方

の
う
ち
次
に
掲
げ
る
者
に
つ
い
て
は
、
そ
の
所
在
が
不
分
明
で
あ
る
た
め
、
同
法
第
百
八
十
九
条
の
規

定
に
よ
り
当
該
通
知
の
内
容
を
南
相
馬
市
役
所
の
掲
示
場
に
掲
示
し
た
。
当
該
通
知
の
内
容
の
要
旨
は
、

次
の
と
お
り
で
あ
る
。

平
成
三
十
年
二
月
二
十
七
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

一

所
在
の
不
分
明
な
者
の
氏
名

大
谷
正
信

大
谷
正
信

二

通
知
の
内
容
の
要
旨

１

保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
し
た
と
農
林
水
産
大
臣
か
ら
通
知
が
あ
っ
た
こ
と
。

２

当
該
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所
及
び
変
更
後
の
指
定
施
業
要
件
に
つ
い
て
は
、
保
安
林

の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
件
（
平
成
二
十
九
年
農
林
水
産
省
告
示
第
二
千
九
十
七
号
）
に
よ

る
こ
と
。

（
森
林
保
全
課
）

福
島
県
告
示
第
百
二
十
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
三
十
三
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第

三
十
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
し
た
旨
の
通
知
を
す
る
相
手
方

の
う
ち
次
に
掲
げ
る
者
に
つ
い
て
は
、
そ
の
所
在
が
不
分
明
で
あ
る
た
め
、
同
法
第
百
八
十
九
条
の
規

定
に
よ
り
当
該
通
知
の
内
容
を
相
馬
市
役
所
の
掲
示
場
に
掲
示
し
た
。
当
該
通
知
の
内
容
の
要
旨
は
、

次
の
と
お
り
で
あ
る
。
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平
成
三
十
年
二
月
二
十
七
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

一

所
在
の
不
分
明
な
者
の
氏
名

渡
辺
利
左
衛
門

渡
辺
喜
八

二

通
知
の
内
容
の
要
旨

１

保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
し
た
と
農
林
水
産
大
臣
か
ら
通
知
が
あ
っ
た
こ
と
。

２

当
該
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所
及
び
変
更
後
の
指
定
施
業
要
件
に
つ
い
て
は
、
保
安
林

の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
件
（
平
成
二
十
九
年
農
林
水
産
省
告
示
第
二
千
九
十
八
号
）
に
よ

る
こ
と
。

（
森
林
保
全
課
）

福
島
県
告
示
第
百
二
十
一
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
県
道
に
つ
い

て
道
路
の
区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
福
島
県
土
木
部
道
路
総
室
道
路
計
画

課
及
び
福
島
県
県
中
建
設
事
務
所
で
平
成
三
十
年
二
月
二
十
七
日
か
ら
二
週
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
三
十
年
二
月
二
十
七
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

変
更
前

敷
地
の
幅
員

延

長

路
線
名

区

間

変
更
後

の

別

（
メ
ー
ト
ル
）

（
メ
ー
ト
ル
）

県
道
郡
山

岩
瀬
郡
天
栄
村
大
字
高
林

変
更
前

Ａ

五
・
五
〜

九
三
五
・
七

矢
吹
線

字
上
野
一
三
六
番
一
地
先

二
八
・
一

か
ら

Ｂ

九
・
二
〜

一
、
〇
一
四
・
九

同

郡
同

村
大
字
高
林

五
八
・
四

字
南
二
八
番
地
先
ま
で

岩
瀬
郡
天
栄
村
大
字
高
林

変
更
後

Ａ

五
・
五
〜

九
三
五
・
七

字
上
野
一
三
六
番
一
地
先

二
八
・
一

か
ら

Ｂ

九
・
二
〜

一
、
〇
一
四
・
九

同

郡
同

村
大
字
高
林

五
八
・
四

字
南
二
八
番
地
先
ま
で

（
道
路
計
画
課
）

福
島
県
告
示
第
百
二
十
二
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
県
道
に
つ
い

て
道
路
の
区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
福
島
県
土
木
部
道
路
総
室
道
路
計
画

課
及
び
福
島
県
県
中
建
設
事
務
所
で
平
成
三
十
年
二
月
二
十
七
日
か
ら
二
週
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
三
十
年
二
月
二
十
七
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

変
更
前

敷
地
の
幅
員

延

長

路
線
名

区

間

変
更
後

の

別

（
メ
ー
ト
ル
）

（
メ
ー
ト
ル
）

県
道
郡
山

岩
瀬
郡
天
栄
村
大
字
高
林

変
更
前

Ａ

五
・
五
〜

九
三
五
・
七

矢
吹
線

字
上
野
一
三
六
番
一
地
先

二
八
・
一

か
ら

Ｂ

九
・
二
〜

一
、
〇
一
四
・
九

同

郡
同

村
大
字
高
林

五
八
・
四

字
南
二
八
番
地
先
ま
で

変
更
後

Ｂ

九
・
二
〜

一
、
〇
一
四
・
九

二
九
・
三

（
道
路
計
画
課
）

福
島
県
告
示
第
百
二
十
三
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
県
道
に
つ
い

て
道
路
の
区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
福
島
県
土
木
部
道
路
総
室
道
路
計
画

課
及
び
福
島
県
県
中
建
設
事
務
所
で
平
成
三
十
年
二
月
二
十
七
日
か
ら
二
週
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
三
十
年
二
月
二
十
七
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

変
更
前

敷
地
の
幅
員

延

長

路
線
名

区

間

変
更
後

の

別

（
メ
ー
ト
ル
）

（
メ
ー
ト
ル
）

県
道
十
日

岩
瀬
郡
天
栄
村
大
字
高
林

変
更
前

Ａ

五
・
五
〜

六
一
四
・
八

市
矢
吹
線

字
日
照
田
二
五
番
地
先
か

一
九
・
七

ら

Ｂ

九
・
二
〜

五
一
九
・
七

同

郡
同

村
大
字
高
林

二
九
・
三

字
南
二
八
番
地
先
ま
で

岩
瀬
郡
天
栄
村
大
字
高
林

変
更
後

Ａ

五
・
五
〜

六
一
四
・
八

字
日
照
田
二
五
番
地
先
か

一
九
・
七

ら

Ｂ

九
・
二
〜

五
一
九
・
七

同

郡
同

村
大
字
高
林

二
九
・
三
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字
南
二
八
番
地
先
ま
で

（
道
路
計
画
課
）

福
島
県
告
示
第
百
二
十
四
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
県
道
に
つ
い

て
道
路
の
区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
福
島
県
土
木
部
道
路
総
室
道
路
計
画

課
及
び
福
島
県
県
中
建
設
事
務
所
で
平
成
三
十
年
二
月
二
十
七
日
か
ら
二
週
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
三
十
年
二
月
二
十
七
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

変
更
前

敷
地
の
幅
員

延

長

路
線
名

区

間

変
更
後

の

別

（
メ
ー
ト
ル
）

（
メ
ー
ト
ル
）

県
道
十
日

岩
瀬
郡
天
栄
村
大
字
高
林

変
更
前

Ａ

五
・
五
〜

六
一
四
・
八

市
矢
吹
線

字
日
照
田
二
五
番
地
先
か

一
九
・
七

ら

Ｂ

九
・
二
〜

五
一
九
・
七

同

郡
同

村
大
字
高
林

二
九
・
三

字
南
二
八
番
地
先
ま
で

変
更
後

Ｂ

九
・
二
〜

五
一
九
・
七

二
九
・
三

（
道
路
計
画
課
）

福
島
県
告
示
第
百
二
十
五
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
県
道
に
つ
い

て
道
路
の
区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
福
島
県
土
木
部
道
路
総
室
道
路
計
画

課
及
び
福
島
県
喜
多
方
建
設
事
務
所
で
平
成
三
十
年
二
月
二
十
七
日
か
ら
二
週
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す

る
。

平
成
三
十
年
二
月
二
十
七
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

変
更
前

敷
地
の
幅
員

延

長

路
線
名

区

間

変
更
後

の

別

（
メ
ー
ト
ル
）

（
メ
ー
ト
ル
）

県
道
中
ノ

耶
麻
郡
猪
苗
代
町
大
字
蚕

変
更
前

Ａ

九
・
八
〜

九
二
・
五

沢
熱
海
線

養
字
沼
尻
山
甲
二
八
五
五

二
九
・
〇

番
二
二
二
地
先
か
ら

Ｂ

四
・
三
〜

九
六
・
〇

同

郡
同

町
大
字
蚕

二
四
・
九

養
字
沼
尻
山
甲
二
八
五
五

番
二
一
七
地
先
ま
で

変
更
後

Ａ

九
・
八
〜

九
二
・
五

二
九
・
○

（
道
路
計
画
課
）

福
島
県
告
示
第
百
二
十
六
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
道
路
の

供
用
を
開
始
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
福
島
県
土
木
部
道
路
総
室
道
路
計
画
課
及
び
福
島
県
県
中
建

設
事
務
所
で
平
成
三
十
年
二
月
二
十
七
日
か
ら
二
週
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
三
十
年
二
月
二
十
七
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

路

線

名

供

用

開

始

の

区

間

供
用
開
始
の
期
日

県
道
郡
山
矢
吹
線

岩
瀬
郡
天
栄
村
大
字
高
林
字
上
野
一
三

平
成
三
○
年
二
月
二
七
日

六
番
一
地
先
か
ら

同

郡
同

村
大
字
高
林
字
南
二
八
番

地
先
ま
で

（
道
路
計
画
課
）

福
島
県
告
示
第
百
二
十
七
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
道
路
の

供
用
を
開
始
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
福
島
県
土
木
部
道
路
総
室
道
路
計
画
課
及
び
福
島
県
県
中
建

設
事
務
所
で
平
成
三
十
年
二
月
二
十
七
日
か
ら
二
週
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
三
十
年
二
月
二
十
七
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

路

線

名

供

用

開

始

の

区

間

供
用
開
始
の
期
日

県
道
十
日
市
矢
吹
線

岩
瀬
郡
天
栄
村
大
字
高
林
字
日
照
田
二

平
成
三
○
年
二
月
二
七
日

五
番
地
先
か
ら

同

郡
同

村
大
字
高
林
字
南
二
八
番

地
先
ま
で

（
道
路
計
画
課
）
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福
島
県
告
示
第
百
二
十
八
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
道
路
の

供
用
を
開
始
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
福
島
県
土
木
部
道
路
総
室
道
路
計
画
課
及
び
福
島
県
喜
多
方

建
設
事
務
所
で
平
成
三
十
年
二
月
二
十
七
日
か
ら
二
週
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
三
十
年
二
月
二
十
七
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

路

線

名

供

用

開

始

の

区

間

供
用
開
始
の
期
日

県
道
中
ノ
沢
熱
海
線

耶
麻
郡
猪
苗
代
町
大
字
蚕
養
字
沼
尻
山

平
成
三
○
年
二
月
二
七
日

甲
二
八
五
五
番
二
二
二
地
先
か
ら

同

郡
同

町
大
字
蚕
養
字
沼
尻
山

甲
二
八
五
五
番
二
一
七
地
先
ま
で

（
道
路
計
画
課
）

公

告

公
告
第
三
十
九
号

肥
料
取
締
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
二
十
七
号
）
第
三
十
条
第
七
項
の
規
定
に
よ
り
、
平
成
二

十
九
年
七
月
か
ら
同
年
八
月
ま
で
の
間
に
収
去
し
た
肥
料
の
検
査
の
結
果
の
概
要
を
次
の
と
お
り
公
表

す
る
。平

成
三
十
年
二
月
二
十
七
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

平
成

29年７
月
分

（特
殊
肥
料

）

特
殊
肥
料
の
指
定

生
産
業
者

､輸
入

届
出

名
検
査
の
結
果

備
考

名
業
者
又
は
販
売
業

(及び
商
品
名

)

者

T
N

T
P

T
K

C/N

(%
)
(%
)
(%
)

堆
肥

株
式
会
社
ヘ
レ
ナ
・
馬
有
機
肥
料

0.3
0.2

0.2
44

イ
ン
タ

ー

ナ
シ
ョ

ナ
ル

平
成

29年８
月
分

（特
殊
肥
料

）

特
殊
肥
料
の
指
定

生
産
業
者

､輸
入

届
出

名
検
査
の
結
果

備
考

名
業
者
又
は
販
売
業

(及び
商
品
名

)

者
T
N

T
P

T
K

C
/N

(%
)
(%
)
(%
)

堆
肥

荒
川
産
業
株
式
会

オ

ー

ガ
ニ
ッ
ク

2.6
4.9

2.0
17

社
２
号

コ
ン
ポ

、
ス
ト
オ

ー

ガ

堆
肥

荒
川
産
業
株
式
会
エ
コ
ま
る
A

､コ
1.2

0.8
0.4

18
社

ン
ポ
ス
ト
A

､

P
e
fバ
ラ
ン
ス

ア
ッ
プ

注
主
成
分
の
略
号
は
次
の
と
お
り
で
あ
る

。

T
N－

窒
素
全
量

､
T
P－

り
ん
酸
全
量

､
T
K－

加
里
全
量

､
C
/N－

炭
素
窒
素
比

（
農
業
総
合
セ
ン
タ
ー
）

公
告
第
四
十
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
六
十
八
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同

法
第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
土
地
改
良
区
の
清
算
人
が
就
任
し
た
旨
届
出
が

あ
っ
た
。

平
成
三
十
年
二
月
二
十
七
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

土
地
改
良
区
の
名
称

小
川
町
土
地
改
良
区

就
任
し
た
清
算
人

役
別

氏
名

住
所

清
算
人

●
野

弘
嗣

い
わ
き
市
小
川
町
高
萩
字
家
ノ
前
一
八
番
地

同

根
本

藏

同

市
川
前
町
下
桶
売
字
藪
ノ
上
二
九
番
地

同

平
塚

宏

同

市
小
川
町
塩
田
字
南
一
〇
三
番
地

同

長
谷
川

章

同

市
小
川
町
柴
原
字
永
久
保
八
八
番
地

同

●
野

宗
弘

同

市
小
川
町
下
小
川
字
寺
内
一
番
地
の
一

同

●
野

貞
幸

同

市
小
川
町
上
小
川
字
表
一
五
番
地

同

●
川

和
美

同

市
平
赤
井
字
日
渡
三
三
番
地

同

宮
内

喜
三

同

市
平
赤
井
字
大
門
六
二
番
地

（
農
村
計
画
課
）

����
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公 告 第 ４ １ 号
Ｗ Ｔ Ｏ に 基 づ く 政 府 調 達 に 関 す る 協 定 の 適 用 を 受 け る 脱 水 汚 泥 処 分 業 務 （ 県 中 浄 化 セ

ン タ ー ） の 委 託 に つ い て 、 次 の と お り 随 意 契 約 の 相 手 方 を 決 定 し た の で 、 地 方 公 共 団 体
の 物 品 等 又 は 特 定 役 務 の 調 達 手 続 の 特 例 を 定 め る 政 令 （ 平 成 ７ 年 政 令 第 372号 。 以 下 「 特
例 政 令 」 と い う 。 ） 第 12条 及 び 福 島 県 財 務 規 則 （ 昭 和 39年 福 島 県 規 則 第 17号 ） 第 274条 の
11第 １ 項 の 規 定 に よ り 公 告 す る 。

平 成 30年 ２ 月 27日
福 島 県 県 中 流 域 下 水 道 建 設 事 務 所 長 吉 田 裕 司

１ 随 意 契 約 に 係 る 特 定 役 務 の 名 称 及 び 予 定 数 量
脱 水 汚 泥 処 分 業 務 （ 県 中 浄 化 セ ン タ ー ） 3 , 0 0 0ｔ

２ 契 約 に 関 す る 事 務 を 担 当 す る 公 所 の 名 称 及 び 所 在 地
福 島 県 県 中 流 域 下 水 道 建 設 事 務 所 福 島 県 郡 山 市 日 和 田 町 字 山 ノ 井 ５ 番 地

３ 随 意 契 約 の 相 手 方 を 決 定 し た 日
平 成 30年 １ 月 ５ 日

４ 随 意 契 約 の 相 手 方 の 氏 名 及 び 住 所
住 友 大 阪 セ メ ン ト 株 式 会 社 東 京 都 千 代 田 区 六 番 町 ６ 番 地 28

５ 随 意 契 約 に 係 る 契 約 金 額
14 , 0 4 0円 （ １ ｔ 当 た り ）

６ 契 約 の 相 手 方 を 決 定 し た 手 続
随 意 契 約

７ 随 意 契 約 に よ る こ と と し た 理 由
特 例 政 令 第 11条 第 １ 項 第 １ 号 該 当

（ 総 務 課 ）
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福
島
県
内
水
面
漁
場
管
理
委
員
会

福
島
県
内
水
面
漁
場
管
理
委
員
会
指
示
第
一
号

こ
い
の
持
ち
出
し
等
に
つ
い
て
、
漁
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
六
十
七
号
）
第
六
十
七
条

第
一
項
及
び
第
百
三
十
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
指
示
す
る
。

平
成
三
十
年
二
月
二
十
七
日

福
島
県
内
水
面
漁
場
管
理
委
員
会

会
長

佐

川

泉

一

指
示
の
内
容

１

持
ち
出
し
の
禁
止

㈠

公
共
の
用
に
供
す
る
水
面
及
び
こ
れ
と
連
接
し
て
一
体
を
成
す
水
面
（
以
下
「
公
共
用
水
面

等
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
、
こ
い
が
コ
イ
ヘ
ル
ペ
ス
ウ
イ
ル
ス
病
に
か
か
り
、
又
は
か
か
っ

て
い
る
疑
い
が
あ
る
と
福
島
県
内
水
面
漁
場
管
理
委
員
会
（
以
下
「
委
員
会
」
と
い
う
。
）
が

認
め
た
場
合
は
、
委
員
会
が
承
認
し
た
場
合
を
除
き
、
当
該
公
共
用
水
面
等
（
以
下
「
指
定
水

域
」
と
い
う
。
）
に
生
息
す
る
こ
い
を
持
ち
出
し
て
は
な
ら
な
い
。

㈡

委
員
会
は
、
指
定
水
域
の
範
囲
に
つ
い
て
速
や
か
に
告
示
す
る
も
の
と
す
る
。

２

放
流
の
制
限

次
に
掲
げ
る
要
件
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
こ
い
で
な
け
れ
ば
、
委
員
会
が
承
認
し
た
場
合
を

除
き
、
公
共
用
水
面
等
に
放
流
し
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
採
捕
し
た
こ
い
を
採
捕
し
た
公
共

用
水
面
等
に
再
放
流
す
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

㈠

コ
イ
ヘ
ル
ペ
ス
ウ
イ
ル
ス
病
の
発
生
が
確
認
さ
れ
た
水
面
に
生
息
し
て
い
た
こ
い
で
な
い
こ

と
。

㈡

コ
イ
ヘ
ル
ペ
ス
ウ
イ
ル
ス
病
の
発
生
が
確
認
さ
れ
た
水
面
に
生
息
し
、
又
は
生
息
し
て
い
た

こ
い
と
水
を
介
し
て
の
接
触
が
な
い
こ
い
で
あ
る
こ
と
。

㈢

Ｐ
Ｃ
Ｒ
検
査
（
ポ
リ
メ
ラ
ー
ゼ
連
鎖
反
応
法
に
よ
る
検
査
を
い
う
。
）
又
は
Ｌ
Ａ
Ｍ
Ｐ
法
で

コ
イ
ヘ
ル
ペ
ス
ウ
イ
ル
ス
陰
性
が
確
認
さ
れ
た
こ
い
群
の
こ
い
で
あ
る
こ
と
。

３

遺
棄
の
禁
止

生
死
を
問
わ
ず
、
公
共
用
水
面
等
に
こ
い
を
遺
棄
し
て
は
な
ら
な
い
。

４

１
及
び
２
に
掲
げ
る
事
項
は
、
国
又
は
地
方
公
共
団
体
が
試
験
研
究
の
用
に
供
す
る
こ
い
に
つ

い
て
は
、
適
用
し
な
い
。

二

指
示
の
期
間

平
成
三
十
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
三
十
一
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

福
島
県
内
水
面
漁
場
管
理
委
員
会
告
示
第
一
号

こ
い
の
持
ち
出
し
等
に
つ
い
て
指
示
す
る
件
（
平
成
三
十
年
福
島
県
内
水
面
漁
場
管
理
委
員
会
指
示

第
一
号
）
に
基
づ
き
、
指
定
水
域
の
範
囲
を
次
の
と
お
り
定
め
る
。

平
成
三
十
年
二
月
二
十
七
日

福
島
県
内
水
面
漁
場
管
理
委
員
会

会
長

佐

川

泉

阿
武
隈
川
本
流
及
び
支
流

福
島
県
内
水
面
漁
場
管
理
委
員
会
告
示
第
二
号

内
水
面
第
五
種
共
同
漁
業
権
漁
場
に
お
け
る
平
成
三
十
年
度
目
標
増
殖
量
を
次
の
と
お
り
定
め
た
。

平
成
三
十
年
二
月
二
十
七
日

福
島
県
内
水
面
漁
場
管
理
委
員
会

会
長

佐

川

泉
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福
島
県
内
水
面
漁
場
管
理
委
員
会
告
示
第
三
号

漁
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
六
十
七
号
）
第
十
一
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お

り
公
聴
会
を
行
う
。

平
成
三
十
年
二
月
二
十
七
日

福
島
県
内
水
面
漁
場
管
理
委
員
会

会
長

佐

川

泉

一

期
日
及
び
場
所

㈠

期
日

平
成
三
十
年
五
月
十
八
日

午
後
二
時

㈡

場
所

郡
山
市
日
和
田
町
高
倉
字
下
中
道
一
一
六
番
地

福
島
県
農
業
総
合
セ
ン
タ
ー
ゼ
ミ
室

二

公
聴
会
に
お
い
て
意
見
を
聴
こ
う
と
す
る
案
件

漁
業
法
第
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
第
二
種
区
画
漁
業
権
の
免
許
の
内
容
等
の
事
前
決
定
に

関
す
る
事
項

三

公
述
者
と
な
り
う
る
者
の
範
囲

別
表
に
掲
げ
る
漁
場
に
お
け
る
漁
業
者
及
び
そ
の
他
利
害
関
係
の
あ
る
者

四

公
述
の
方
法

公
述
者
に
な
ろ
う
と
す
る
者
は
、
住
所
、
氏
名
及
び
職
業
並
び
に
発
言
要
旨
を
記
載
し
た
文
書
を

当
委
員
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
文
書
の
提
出
期
限
は
、
公
聴
会
開
会
前
三
十
分
と
す
る
。

五

公
述
者
の
選
定

公
述
者
は
、
文
書
を
提
出
し
た
者
の
う
ち
か
ら
、
当
委
員
会
に
お
い
て
選
ぶ
も
の
と
す
る
。

別
表

漁

場

の

位

置

漁
場
の
区
域

本
宮
市
青
田
字
殕
森
五
三
七

大
谷
池

本
宮
市
青
田
字
古
城
久
保

銭
瓶
池

本
宮
市
岩
根
字
池
前
一
八
六

大
池

郡
山
市
富
久
山
町
福
原
字
福
原
一
五
七
の
一
、
一
五
八
の
一

上
ノ
池

郡
山
市
富
久
山
町
久
保
田
字
北
谷
六
八

善
宝
池

郡
山
市
字
山
崎

五
百
淵
池

郡
山
市
深
沢
二
九
三

酒
蓋
池

郡
山
市
大
槻
町
字
美
女
池

美
女
池

郡
山
市
大
槻
町
字
隠
居
免
四
四

鎌
倉
池

郡
山
市
大
槻
町
字
中
ノ
平
南

新
池

郡
山
市
安
積
町
笹
川
字
荒
池

荒
池

郡
山
市
安
積
町
成
田
字
丸
山
二
四

知
行
池

郡
山
市
安
積
町
成
田
字
長
山

海
道
池

郡
山
市
安
積
町
荒
井
字
大
久
保
八
九

大
久
保
池

郡
山
市
安
積
町
荒
井
字
萬
海

万
海
池

郡
山
市
安
積
町
成
田
字
長
山

馬
場
池

郡
山
市
三
穂
田
町
川
田
字
葉
ノ
木

葉
ノ
木
池

郡
山
市
三
穂
田
町
川
田
字
葉
ノ
木

新
高
野
池

郡
山
市
三
穂
田
町
川
田
字
高
野

高
野
池

郡
山
市
三
穂
田
町
川
田
字
被
下

か
つ
ぎ
下
た
め
池

郡
山
市
三
穂
田
町
駒
屋
字
中
沢

長
池

郡
山
市
三
穂
田
町
川
田
字
上
板
橋

新
池

郡
山
市
三
穂
田
町
富
岡
字
大
久
保
九

大
久
保
池

郡
山
市
三
穂
田
町
富
岡
字
南
池
上

三
本
木
南
池

郡
山
市
三
穂
田
町
富
岡
字
北
池
上

三
本
木
北
池

郡
山
市
三
穂
田
町
鍋
山
字
七
ツ
池

七
ツ
池



平成30年２月27日 火曜日 福 島 県 報 第2980号 114

───────────────────────────────────────────────────────────

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

郡
山
市
逢
瀬
町
多
田
野
字
上
釜
の
前

釜
の
前
池

郡
山
市
逢
瀬
町
多
田
野
字
下
北
沢
二

北
沢
た
め
池

郡
山
市
逢
瀬
町
河
内
字
山
田
一
二
〇

山
田
池

郡
山
市
逢
瀬
町
河
内
字
鳥
井
戸
一
〇
二

堂
尻
た
め
池

郡
山
市
逢
瀬
町
多
田
野
字
堀
口
二
三
三

本
沢
池

須
賀
川
市
越
久
字
延
命
池
二
〇

延
命
池

須
賀
川
市
舘
ヶ
岡
字
上
ノ
池
二
五
の
一

上
の
池

須
賀
川
市
西
川
字
笹
平
四
八

笹
平
池

須
賀
川
市
越
久
字
真
米
二
二

真
米
池

須
賀
川
市
袋
田
字
子
は
清
水
四
四

北
の
内
池

西
白
河
郡
矢
吹
町
字
松
房
四
一

松
房
池

西
白
河
郡
矢
吹
町
字
大
久
保
四
六

牡
丹
池

西
白
河
郡
西
郷
村
大
字
真
船
字
赤
坂
五
の
二

赤
坂
た
め
池

西
白
河
郡
西
郷
村
大
字
小
田
倉
字
大
沢
一

黒
森
た
め
池

南
相
馬
市
鹿
島
区
南
屋
形
字
除
見
一
六
七

石
の
宮
た
め
池

南
相
馬
市
鹿
島
区
小
池
字
ミ
タ
ラ
セ
六
八
の
一

北
沢
た
め
池

南
相
馬
市
小
高
区
川
房
字
猿
田
一
三
七

大
谷
た
め
池

正

誤

ペ
ー
ジ

段

行

正

誤

○
平
成
三
十
年
一
月
二
十
三
日
付
け
定
例
第
二
千
九
百
七
十
号
中

二
八

下

一
〇

字
荒
田
沢
乙
一
九
八
一
の
一
三
九
字
荒
田
沢
乙
一
九
八
一
の
三
、
乙

（
国
有
林
）
、
乙
一
九
八
一
の
三
、
一
九
八
一
の
九
二
か
ら
乙
一
九
八

乙
一
九
八
一
の
九
二
か
ら
乙
一
九
一
の
一
二
二
ま
で
、
乙
一
九
八
一

八
一
の
一
二
二
ま
で

の
一
三
九
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